
公募型プロポーザルに係る手続き開始のお知らせ 

 

次のとおり提案書の提出を求めます。 

 

令和５年５月１７日 

世 田 谷 区 

 

１ 業務概要 

（１）件  名 

    『世田谷区立新ＢＯＰにおける放課後児童健全育成業務にかかる労働者派遣

（単価契約）』 

（２）目的 

    世田谷区では、放課後の児童の安全・安心の活動の場として、世田谷区立新Ｂ 

ＯＰにおいて放課後児童健全育成業務を実施しており、その運営を区の正規職員 

及び会計年度任用職員等で担っている。 

    このうち、特に会計年度任用職員については、毎月募集を実施するなどの採用

活動を行っているところだが、必要な資格や技量を有し、かつ正規職員並みの日

数が勤務可能な人材を十分に確保することが困難なことから、今般、労働者派遣

による人材確保を行い、安定的な事業運営を図る。 

この業務の実施にあたっては、６１ヶ所の新ＢＯＰ学童クラブを３ブロックに分

け、ブロックごとに複数の事業者に委託する。 

（３）契約内容 

世田谷区立新ＢＯＰにおける放課後児童健全育成業務の従事者の派遣。 

 【派遣労働者の業務内容】 

（１）児童の遊びと生活の指導に関すること。 

（２）児童の安全管理、健康管理に関すること。 

（３）児童の活動状況の把握と家庭への連絡に関すること。 

（４）要配慮児童の指導と関係機関等との連携に関すること。 

（５）職員（新ＢＯＰ学童クラブ事業に従事する常勤の職員及び再任用短時間勤 

務職員）及び新ＢＯＰ事務局長の職務の補助に関すること。 

（６）前各号に掲げるもののほか、新ＢＯＰ運営に関し、所属長の指示する事項  

（７）研修の受講  

区と事業者の協議により研修日を設定し、派遣労働者は区による研修に参 

加することとする。 

（８）児童の受入準備業務 

机・椅子等備品の並替え等設営、室内・備品等清掃消毒、児童の情報共有   

等のためのミーティング参加等 

（９）児童の受入業務 



   保護者との電話対応、児童の検温、児童の手指消毒の補助、児童の受付時 

の整列・誘導・呼びかけ等 

（１０）児童への間食等提供業務    

間食等会場の食前・食後の清掃・消毒、児童の整列・誘導・呼びかけ、配   

膳、食器等備品の洗浄・消毒、アレルギー児童にかかわる業務等 

（１１）児童の活動準備業務   

活動スペースの開錠、机・椅子等備品の並替え等設営 

（１２）児童の活動の見守り業務 

学童クラブ室内外の活動の場への児童の誘導・支援業務・児童の遊びと生 

活の指導 

（１３）児童の退所管理業務 

児童の退所仕度支援および補助、保護者等お迎えへの児童引き渡し、校門     

等までの児童の付き添い、世田谷区放課後児童システム端末操作、連絡帳 

の記入・管理、児童台帳に関すること 

（１４）児童の緊急対応業務 

児童課、児童館長、新ＢＯＰ事務局長および児童指導 

職員からの指示に基づく緊急時の対応業務（原則として時間外労働の予定 

はない） 

（１５）その他、指揮命令者の指示すること 

 

（４）履行期間 

  令和５年８月１日から令和６年３月３１日まで 

※契約は単年度ごとに締結するものとし、各年度の本事業に係る予算配当があるこ

と及び前年度の業務の履行が良好であることを継続的な契約締結の条件とする 。 

 

２ 参加資格 

   提案書の提出者は次にかかげる条件を満たす単体の法人であること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項に該当しない   

者であること、及び同条第 2 項による措置を現に受けていない者であること。 

（２） 世田谷区の競争入札参加資格を有すること、または当該資格を取得するに足る  

同等の条件を満たしていること。なお、当該資格を有しない場合は、同等の条 

件であることを確認するため、下記の書類を提出すること。 

①履歴事項全部証明書 

②税務署が発行する納税証明書（「法人税」及び「消費税及び地方消費税」） 

③提案を行う営業所が所在する都道府県が発行する法人事業税の納税証明書（営

業所の所在都道府県が発行できない場合は、本店の所在都道府県が発行するも

のでも可）  

④財務諸表（過去２年間） 



（３）世田谷区から入札参加禁止または指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

（４）都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。 

（５）「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」（昭

和 60 年法律第 88 号）に基づく厚生労働大臣による一般労働者派遣事業許可を得

ている事業者であること。 

    

３ 提案書の提出者を選定するための基準 

   本件では提案提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみ行う。 

 

４ 提案書を特定するための評価基準 

（１）個人情報保護・法令順守に関する考え方 

①派遣労働者が派遣先にて知り得た個人情報等について、労働者に向けた守秘義務

の周知・徹底に関する体制。 

②派遣元事業者における個人情報保護体制。 

（２）実施体制 

①派遣元責任者及び担当者の本業務に係る専任状況などの体制。 

②派遣先責任者及び指揮命令者との調整役の設定。 

（３）派遣する労働者の雇用管理体制 

  ①契約期間内で派遣可能な労働者数及び配置スケジュール体制 

②本業務は、必要な資格や技量を有し、かつ正規職員並みの日数が勤務可能な人材 

を十分に確保することを目的に、派遣労働者を導入するものである。区が必要と

する人数の派遣労働者を確保することを求める。上記の（３）①はこれを踏まえ

た体制となっているか。 

③区立新ＢＯＰの放課後児童健全育成業務において、放課後の児童の安全・安心な 

活動の場を運営するにあたり、配慮を要する児童への対応、間食提供時のアレル 

ギー対応、児童のケガや災害発生時等緊急時の対応等、指揮命令者の指示を正確 

に理解し、的確な作業が必要である。それを踏まえた、労働者の募集要件及び雇 

用に関する考え方。 

④派遣労働者への教育訓練や研修の実施の有無、内容、実施時期、時間数等。 

⑤配置決定に至る手続きの流れ。 

⑥派遣労働者からの派遣先に対する苦情が発生した場合の対応体制。 

⑦派遣労働者を起因とする対人または対物の事故等、突発的事項が発生した場合の 

対応体制。 

⑧派遣労働者が病気または怪我により休業を要する場合、派遣元事業者が定める一 

定の要件に基づき休業を認めるものとする。休業を認める要件について、例とし 

て区に準ずるなどその対応体制。 

⑨派遣労働者より、契約期間途中で退職の申し出があった場合の対応体制。 

（４）労働者災害及び通勤災害事務について 



①派遣労働者が勤務中及び通勤経路における事故が発生した場合の対応体制（保険

加入内容含む）。 

②派遣労働者を起因とする対人または対物の事故など、突発的事項が発生した場合 

の対応体制。 

（５）受託実績 

他自治体または官公署における労働者派遣の実績を勘案し、本業務の契約締結を行

うこととする。これに伴い、他自治体または官公署における労働者派遣の実績、及

び放課後児童健全育成事業に関する労働者派遣の実績。 

 

５ 手続き等 

（１）担当部課 

〒１５４－８５０４ 世田谷区世田谷４丁目２１番２７号 

（区役所第２庁舎２階２０番窓口） 

世田谷区子ども・若者部児童課児童育成担当 

電話 ０３－５４３２－２４９３ ファクシミリ ０３－５４３２－３０１６ 

電子メール SEA02247@mb.city.setagaya.tokyo.jp 

（２）説明書の交付期間、場所及び方法 

  ア 交付期間 令和５年５月１７日（水）から 

令和５年５月３１日（水）まで 

  イ 交付場所 （１）に同じ （区役所第２庁舎２階２０番窓口） 

  ウ 交付方法 （１）の窓口で配布 

＊世田谷区ホームページからダウンロード可 

（３）参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法 

  ア 提出期限 令和５年５月３１日（水）午後５時まで必着 

  イ 提出場所 （１）に同じ （区役所第２庁舎２階２０番窓口） 

  ウ 提出方法 直接持参または郵送 

（４）提案書・見積書の提出期限並びに提出場所及び方法 

  ア 提出期限 令和５年６月２１日（水) 午後５時まで必着 

  イ 提出場所 （１）に同じ （区役所第２庁舎２階２０番窓口） 

  ウ 提出方法 持参に限る。なお、後日メールにて提案書及び見積書のデータを区

に提出すること。 

６ そ の 他 

（１） 手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（２） 契約保証金 免除 

（３） 契約書作成の要否 要 

（４）  当該業務に直接関連する他の業務の契約を当該業務の契約の相手方との随意契

約により締結する予定の有無 無 

（５） 関連情報を入手するための照会窓口 ５（１）に同じ。 

mailto:SEA02247@mb.city.setagaya.tokyo.jp


（６） 区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並び

に提案書を特定した理由（審査経過等）を公表することができる。 

（７） 詳細は、説明書（『世田谷区立新ＢＯＰにおける放課後児童健全育成業務にか

かる労働者派遣（単価契約）』プロポーザル実施要領）による。 

（８） 本案件は、令和５年度の提案限度額を１事業者あたり：３０，６２４，０００

円（消費税・地方消費税込）としている。区との契約では単年度で予定価格２

０００万円以上の業務委託契約は、世田谷区公契約条例の定める労働報酬下限

額の対象となる。 

   ただし、区と協議のうえ１０人を超えて派遣する場合は１名あたり３，０６２， 

４００円まで提案限度額を上乗せできるものとする。 

 


